
報告第１号  

 

   町長専決処分事項の報告について 

     

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和７年１０月３１日 

 

高 根 沢 町 長  神 林 秀 治    

 

 専決処分第９号 損害賠償の額の決定について 
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